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来
年
度
小
学
校
に
入
学
す
る

お
子
さ
ん
の
い
る
ご
家
庭
へ

来
年
度
、
小
学
校
に
入
学
予
定

の
お
子
さ
ん
は
、
平
成
30
年
４
月

２
日
か
ら
平
成
31
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
皆
さ
ん
で
す
。

ご
家
庭
に
は
、
８
月
末
ま
で
に

就
学
時
健
康
診
断
実
施
通
知
書
を

送
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

通
知
書
が
お
手
元
に
届
か
な
い

場
合
、
ま
た
、
本
市
へ
避
難
さ
れ

て
い
る
お
子
さ
ん
で
、
来
年
度
本

市
の
学
校
へ
入
学
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

学
校
教
育
課
管
理
係

☎（
55
）５
１
５
１

Fax（
22
）３
１
４
７

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化

無
償
化
の
期
間

満
３
歳
に
な
っ
た
後
の
４
月
１

日
～
小
学
校
入
学（
３
年
間
）

※
幼
稚
園
の
場
合
は
、
入
園
で
き

る
時
期
に
合
わ
せ
て
、
満
３
歳

か
ら
無
償
化
さ
れ
ま
す
。

※
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
つ
い
て

は
、
０
～
２
歳
ま
で
の
子
ど
も

も
対
象
と
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
施
設
・
事
業
等

①
幼
稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ
ど

も
園
で
の
教
育
・
保
育

②
認
可
外
保
育
施
設
等
で
の
保
育

③
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育

④
一
時
預
か
り
事
業

⑤
病
児
保
育
事
業

⑥
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
事
業

⑦
就
学
前
の
障
が
い
児
の
発
達
支

援
の
利
用（
３
～
５
歳
）

※
②
～
⑥
は
、
市
か
ら「
保
育
の

必
要
性
の
認
定
」を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

保
護
者
の
負
担
と
な
る
経
費

・
通
園
送
迎
費

・
食
材
料
費（
給
食
費
）

・
行
事
費

な
ど

手
続
き

対
象
と
な
る
施
設
に
入
園
・
入

所
中
の
方
に
つ
い
て
は
、
施
設
を

通
し
て
手
続
き
の
方
法
等
を
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、
市
外
の
施

設
を
利
用
さ
れ
て
い
る
な
ど
で
、

案
内
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
場
合

は
、
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

市
外
の
保
育
所
等
を
利
用
さ

れ
て
い
る
保
護
者
の
方
へ
、

保
育
料
を
助
成
し
ま
す

次
の
施
設
を
利
用
し
て
い
る
お

子
さ
ん
の
保
育
料
も
対
象
と
な
り

ま
す
。
施
設
か
ら
案
内
を
受
け
取

ら
れ
て
い
な
い
方
は
下
記
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

対
象
施
設

市
外
の
認
可
外
保
育
所

対
象
児
童

市
内
に
住
所
の
あ
る
児
童

助
成
内
容

下
表
の
と
お
り

助
成
方
法

利
用
し
て
い
る
施
設
を
通
し
て

助
成
し
ま
す
。

※
市
内
の
認
可
外
保
育
所
を
利
用

さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
順
次
案

内
を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
不

明
な
点
に
つ
い
て
は
下
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の

対
象
と
な
る
方
は
、
無
償
化
で

の
助
成
が
優
先
と
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

子
育
て
支
援
課
幼
保
管
理
係

☎（
55
）５
１
１
２

'BY（
22
）１
５
４
７

子
育
て

child care

ର事業 月্ֹֹݶ
༮ஓԂの保ҭ料

ҭͯ支援৽੍ࢠ・Ͳࢠ）
のରとͳらͳい༮ஓԂ）

25�00ԁ

ೝՄ外保ҭࢪઃの
保ҭ料

３～̑歳　3�000ԁ
̌～２歳　42000ԁ

༮ஓԂの༬͔り保ҭ料
11300ԁ

（ར༻日ʷ450ԁ）
˞いͣれ͔いํ

ઃࢪ ରऀ ॿ内༰ʢॿ্ֹݶʣ

ೝՄ外
保ҭ所

市民੫所ಘֹׂ48600ԁະຬのੈଳの児ಐ 保ҭ料શֹॿ
˞�ͨ 所保ҭ所ɺۀࣄͩ͠
にॿ͠まݶの金ֹΛ্࣍
すɻ
３歳Ҏ্児ʜ月ֹ13200ԁ
３歳ະຬ児ʜ月ֹ15600ԁ

市民੫所ಘֹׂ5��00ԁະຬのੈଳの児ಐͰɺ
ୈ２ࢠҎ߱にͨる児ಐ

市民੫所ಘֹׂ5��00ԁҎ্のੈଳの児ಐͰɺ
ʮະब学児のみʯΛ͑ͯୈ２ࢠҎ߱にͨる児ಐ

Ҏ外の児ಐه্ 月ֹ5000ԁ
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高
校
生
の
通
学
費
を
助
成

対

象
次
の
受
給
要
件
を
満
た
す
生
徒

の
保
護
者

受
給
要
件

基
準
日（
令
和
6
年
９
月
１
日
）

現
在
に
お
い
て
市
内
に
住
所
を
有

し
、
高
等
学
校
等
に
通
学
し
て
い

る
生
徒
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

・
市
内
に
通
学
し
、
自
宅
か
ら
学

校
ま
で
の
道
の
り
が
10
㎞
以
上

あ
る
こ
と
。

・
市
外
に
通
学
し
、
自
宅
か
ら
学

校
ま
た
は
、
自
宅
か
ら
最
寄
駅
、

ど
ち
ら
か
近
い
方
ま
で
の
道
の

り
が
10
㎞
以
上
あ
る
こ
と
。

助
成
金
額

年
額
２
万
５
千
円

申
請
書
交
付
・
提
出
先

教
育
総
務
課（
市
役
所
３
階
）、

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

※
申
請
の
際
に
は
学
校
長
の
証
明

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
申
請
書
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
請
期
間

９
月
2
日（
月
）

　
　
～
令
和
�
年
２
月
28
日（
金
）

◎
問
い
合
わ
せ
…

教
育
総
務
課
総
務
係

☎（
55
）５
１
４
９

'BY（
22
）３
１
４
７

児童手当制度が変わります
ྩ和610月͔らɺ児ಐ手๏のվ正にい੍͕มΘりますɻ

主な改正内容
ᶃ所ಘ੍͕ݶఫഇされます
ᶄ支څର͕ߍߴ生まͰ֦大されます
ᶅୈ3ࢠҎ߱のଟࢠՃࢉ分͕૿ֹ͠ます
ᶆଟࢠՃࢉのࢉ定ର͕22歳のまͰのࢠまͰ֦大͠ます
ᶇ手の支څճ͕6ճにͳります

以下の方は制度改正に伴い、手続きが必要です。
生のみΛཆҭͯ͠いる家ఉߍߴ・
٫下されͨํ・権͕ফ໓څաにΑりडֹݶにͯɺ所ಘ্੍چ・
生ཆҭͯ͠いるํߍߴいͯɺͯ͠څ児ಐ手Λडࡏݱ・
ˠ市ΑりҊΛૹ付ͯ͠いますɻఏग़ݶظまͰに下ه૭ޱまͰఏग़くͩさい・

・児ಐ手支څର児ಐ͕２人Ҏ্いͯɺྩ和̓３月31日まͰに19歳～22歳のํཆҭͯ͠いる家ఉ
ˠ�ҙਃ告にͳりますɻ下ه૭ޱまͰおӽ͠いͨͩく͔ɺウェブサイトΑり֬ೝ書Λμウンϩーυͯ͠ఏ
ग़ͯ͠くͩさいɻ　

ఏग़10/16　ݶظ（水）˞ ඞண
˞児ಐ手Λ所ଐΑり支څされͯいる公務һɺ所ଐி手ଓ͖Λ֬ೝͯ͠くͩさいɻ

現況届の取り扱いについて
ຖ６月にड֨ࢿڅの֬ೝのͨΊɺگݱಧのఏग़͕ඞཁにͳる߹͕ありますɻ（原ଇ不ཁとͳりまͨ͠ɻ）
下هに֘するํɺ市͔ら௨͕ಧ͖ますのͰれͣにఏग़ͯ͠くͩさいɻ
ͳおɺگݱಧのఏग़͕不ཁͳํͰ生ܭのத৺とͳる者の֬ೝ・৹査行Θれますɻ
・ۮ者͔らのྗにΑりɺॅ民ථのॅ所地とҟͳる市۠ொଜ͔らडͯ͠څいるํ
・支څཁ݅児ಐのށ੶͕ͳいํ
・離ࠗٞڠதͰۮ者とผͯ͠ډいるํ
・そのଞ市͔らఏग़のҊ͕あͬͨํ

◎問い合わせ…ࢠ育てࢧԉ՝ࢠ育てࢧԉ
　　　　　　　ὸʢ55ʣ5094 'BYʢ22ʣ1547
　　　　　　　または֤ࢧॴҬৼڵ՝市民ࢱ

改正前（R6.9月分まで） վਖ਼ޙʢ36�10月ʙʣ

①所得制限 あり ͳ͠

②支給対象児童 த学ߍमྃલまͰ（15歳のまͰ） 生代まͰ（18歳のまͰ）ߍߴ

③第３子以降支給額 15000ԁ 30000ԁ
④第３子以降加算の
　カウント方法 生代まͰߍߴ 大学生代まͰ

⑤支給回数 3ճ（２ɺ６ɺ10月） 6ճ（２ɺ̐ɺ６ɺ̔ɺ10ɺ12月）

ৄ͠い༰・༷式のμウ
ンϩーυウェブサイト
Λ֬͝ೝくͩさいɻ




